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平成26年3月31日 

 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 

日本医師会         

常任理事 今村 定臣  

 

消費税率引き上げに伴う便乗値上げに関する照会・問合せの周知について 

 

今般、厚生労働省医政局総務課より、別添の通り、消費税率引き上げに伴う便乗値上げに関する照

会・問合せの周知の協力依頼がありましたので、貴会会員各位に周知方お願い申し上げます。 

同措置法の概要につきましては、すでに、平成26年1月15日付都道府県医師会長宛通知文「消

費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法の遵守の徹底について」（日医発第1029号）にて、ご案内しておりますのでご参照ください。 

 
 

[添付資料] 

○ 消費税率引き上げに伴う便乗値上げに関する照会・問合せの周知について（厚生労働省医政局

総務課、平成26年3月27日） 

○ 参考資料 便乗値上げ（パンフレット『消費税の円滑かつ適正な転嫁のために』（内閣官房、

内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省）より抜粋） 

 











便
乗
値
上
げ

� 便
乗
値
上
げ
と
は

　
今
回
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
、
新
た
な
税
負
担
に
見
合
っ
た
幅
で
上

昇
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
者

が
、
他
に
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
率
の

上
昇
に
見
合
っ
た
幅
以
上
の
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
そ
れ
は
便

乗
値
上
げ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
般
に
、
個
々
の
商
品
な
ど
の
価
格
は
、
自
由
競

争
の
下
で
市
場
条
件
を
反
映
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
便
乗
値
上
げ
に
該
当
す
る
の

か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
税
負
担
の
変
化
に
よ

る
上
昇
幅
を
超
え
て
い
る
か
と
い
う
点
の
ほ
か
、
商
品
な
ど
の

特
性
、
需
給
の
動
向
や
コ
ス
ト
の
変
動
な
ど
、
種
々
の
要
因
を

総
合
的
に
勘
案
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
課
税
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
本

体
価
格
が
全
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
な
ど

が
行
わ
れ
た
後
の
価
格
は
、総
額
表
示
（
税
込
価
格
）
の
場
合
、

税
抜
価
格
の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

１
万
円
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
値
上
げ
に
つ
い
て

（
※
）
本
体
価
格
は
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
後
も
従
前
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

1
 総
額
表
示（
税
込
価
格
） で

   
  　
　
１
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

2
 税
抜
価
格
で

　
　
　
 １
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

便
乗
値
上
げ
は
、い
け
ま
せ
ん
。

～
消
費
者
の
生
活
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。～

13

便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
2

～
免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に

　
　
　
　
　
　
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
～

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外 ７ 便 乗 値 上 げ

1
 課
税
事
業
者

2
 免
税
事
業
者

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

消
費
者
庁
消
費
生
活
情
報
課
　0
3
-3
5
0
7
-8
8
0
0（
代
表
）

７
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
1

～
事
業
全
体
で
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
る
場
合
～

　
 あ
る
特
定
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
、
他
に
特
段
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
体
価
格
の
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
が
行

わ
れ
た
場
合
、
そ
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
見
る
と
、
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
事
業
者
が
、
事
業
全
体

と
し
て
税
率
変
更
に
見
合
っ
た
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
れ
ば
、
便
乗
値
上
げ
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
免
税
事
業
者
が
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
て
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
一
見
便
乗
値
上
げ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
免
税
事

業
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
仕
入
価
格
に
は
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
便
乗

値
上
げ
に
当
た
り
ま
せ
ん
。

［
端
数
処
理
］

各
種
の
運
賃
な
ど
、
取
引
慣
行
や
利
用
者
の
便
宜
な
ど
を
考
慮
し
て
10
円
単
位
で
税
込
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
場
合
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
据

置
き
と
す
る
反
面
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

事
業
全
体
と
し
て
適
正
な
転
嫁
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
例

免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
に
つ
い
て

（
区
間
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
総
額
表
示
）

区
間
Ａ

（
8
5
万
人
利
用
）
15
0円

➡
15
0円

据
置
き

（
引
上
げ
率
＝
0.
00
％
）

区
間
Ｂ

（
7
5
万
人
利
用
）
18
0円

➡
19
0円

10
円
引
上
げ

（
引
上
げ
率
＝
5.
56
％
）

事
業
全
体
の

売
上
げ

26
2.
5

（
百
万
円
）
➡

27
0.
0

（
百
万
円
）

増
加
率
＝
2.
85
％

※
上
記
の
事
例
は
、
実
際
の
運
賃
な
ど
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

理
論
的
に
は
、
総
額
表
示
（
内
税
）
の
商
品
に
つ
い
て

本
体
価
格
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
税
率
が
５
％
か
ら
８

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
10
8-
10
5）
/1
05
=
2.
85
％

の
値
上
げ
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
左
の
事
業
者
の
例
で
は
、
事
業
全
体
と

し
て
の
売
上
げ
増
が
理
論
値
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
区
間
Ｂ
に
つ
い
て
5
.5
6
％
の
引
上
げ
が
あ
る
こ
と

を
も
っ
て
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
課
税
事
業
者
で
は
、

ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
税
義
務
者
と
し
て
、
Ａ
に
加
え
新
た
に
ａ
の
納
税
を
行
う
。

ｂ
に
つ
い
て
は
仕
入
価
格
の
上
昇
と
し
て
負
担
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
免
税
事
業
者
で
は
、
仕
入
価
格
が
高
く

な
っ
た
分
（
＝
ｂ
）
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ａ
の
納
税
を
行
う
必
要
が
な
い
の
で
、 ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
は
予
定
さ
れ

て
い
な
い
。
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miyazawa
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